
ふくろう広場一時保育「ぴよぴよ」利用のご案内  

 

 

 

◎ 利用対象者 ◎ 

    生後４か月から小学校入学前（3 月 31 日まで）の乳幼児 

※病時（感染症を含む）・病後時・学級閉鎖中の乳幼児は利用できません 

 

◎ 利用の条件 ◎ 

   通院や学校行事・リフレッシュなど（短時間就労での利用は同時間 1 枠のみとなります） 

   お子様 1 人につき週 3 回まで 

 

    

利用時間 

火～金曜日 10：00～16：00  

土曜日   10：30～15：30  

（ふくろう広場が開所しているときのみ。月・日・祝はお休み） 

利用場所 ふくろう広場一時保育ルーム「ぴよぴよ」 

茨木市西福井 1 丁目 13－2 １F 

利用定員 ４人 

利用料金 

（市内） 

4 ヶ月～11 ヶ月…1 時間 600 円（1 時間以降 30 分 300 円） 

1 歳～3 歳未満…1 時間 400 円（1 時間以降 30 分 200 円） 

3 歳以上…1 時間 200 円（1 時間以降 30 分 100 円） 

利用料金 

（市外） 

4 ヶ月～11 ヶ月…1 時間 900 円（1 時間以降 30 分 450 円） 

1 歳～3 歳未満…1 時間 700 円（1 時間以降 30 分 350 円） 

3 歳以上…1 時間 500 円（1 時間以降 30 分 250 円） 

※お迎えが遅れた場合、超過料金がかかります 

※保育の時間に応じてスタッフを配置しているため、必ず時間内にお迎えにお越しください 

 

 

                     

 

 

 

                     

                      

  

 一日の保育スケジュール 

12:00～    お昼ご飯 

      13:30～14:30 お昼寝 

      15:00～    おやつタイム 

 

事前登録 

 

保育希望日の前日 

(直前開所日) 正午までに 

広場にて登録 

予約 

 

保育希望日の 1 ヶ月前 

～前日(直前開所日)正午までに 

電話 or 広場で予約 

当日 

 

利用案内を確認のうえ 

忘れ物のないように 

お越しください 

 



◎事前利用登録 

… 保育希望日の直前開所日の正午までに広場にて登録を済ませておいてください 

 ・茨木市内、市外で番号が異なりますので、引越しで市内外が変わる場合は再登録をお願いします 

・里帰り中・職場が市内の方は市内料金でご利用いただけます 

・里帰りの方は里帰り先の住所も記入いただきます 

・職場が市内の方は、勤務の証明ができるものをお持ちください 

 

 

 

◎保育利用申し込み 

… 広場や電話で保育の予約ができます（先着順・上限 4 人） 

     市内在住の方… 利用日の 1 ヶ月前（休所日の場合その前日）から直前開所日の正午まで 

     市外在住の方… 利用日の 2 週間前（休所日の場合その前日）から直前開所日の正午まで 

    ※年末年始・お盆休み等も同様に前日に予約ができます 

    ※予約の受付対応は開所時間内のみとなります 

（火～金：10：00～16：00、 土：10：30～15：30） 

    ※保育の予約状況は広場 HP からご確認いただけます 

 

 

◎保育料の支払い 

   ・利用日当日受付時に現金でお支払いください ※お釣りの無いようにご準備願います 

   ・保育料は先払いです 

（早めに迎えに来られても返金はできませんのでご了承ください） 

 

 

◎利用当日の持ち物 

   ・保育料金（現金・お釣りの無いようにご準備ください） 

   ・保護者の身分証のコピー（マイナンバーカード・運転免許証・資格確認証など） 

クリアファイルに入れてお持ちください 

   ・「一時保育申込・聞き取りカード」・アレルギーがある方は「アレルギー調査票」 

（全て記入してお持ちください。不足時は広場でお渡しの他、HP からダウンロードもできます） 

   ・着替え一式・汚れた着替えを入れる袋（大きなお子さんでも必ずお持ちください） 

・食事・おやつ・お茶・ミルク・哺乳瓶など（水分のとれるものを必ずお持ちください） 

   ・おむつ・おしりふき・使用済みオムツを入れる袋  

※おむつ・ミルク・哺乳瓶は多めにご持参ください   

    ※全ての持ち物に名前をご記入ください 

    ※動きやすい服装でお越しください 

 

 

 

 

 



◎保育お迎えの時間について 

   ・保育のお迎えは予約の時間内にお願いします ※遅れた場合は超過料金が発生します 

 ・やむを得ない事情によりお迎えが遅れる場合は、早めにご連絡ください 

 ・予約時の保育時間でスタッフを配置しているため、延長には対応できません 

予約の際は余裕を持った時間でお申し込みください 

 

 

 

◎保育お迎え者の変更について 

・保育のお迎え者は、一時保育申込書のお迎え者欄に書かれている方に限ります 

   ・送られてきた方とお迎えの方が別の場合は、来所時に口頭でお伝えください 

   ・やむを得ない事情により急遽お迎え者が変更になる場合は、早めにご連絡ください 

    電話でお迎え者の変更をされる際は、かけてこられた方が保護者であることの確認をさせていただきます 

お迎えに来られた方には、以下の手続きをしていただきます 

・引き渡し確認書類に名前、住所を記入 

・身分証明書での本人確認 

※上記、確認できない場合はお子様をお返しすることができません 

 

 

 

◎保育の時間変更・キャンセルについて 

   ・予約の時間変更は直前開所日の正午までにお願いします（以降の変更は対応できません） 

   ・予約のキャンセルは、直前の開所時間中にご連絡いただければキャンセル料はかかりません 

   ・当日のキャンセルは、理由にかかわらず 1 時間分の料金をお支払いいただきます 

    （原則 1 週間以内にお支払いください）  

   ・保育開始から連絡なく 1 時間以上来られない場合は、キャンセル扱い且つ、保育料全額お支払い 

いただきます 

・警報・災害等により臨時休所となった際は、キャンセル料はかかりません 

 

 

 

◎その他 

   ・当日、必ず検温をしてきて下さい（熱がある場合はお預かりできません） 

   ・熱が無くても、体調不良や学級閉鎖の際はお預かりできません 

・発熱時や体調不良の際は緊急連絡先に連絡しますので、必ず連絡が取れるようお願いします 

   ・送迎は、保護者または成人の方でお願いします 

   ・薬類、冷凍母乳はお預かりできません 

   ・台風、地震などにより、ふくろう広場が休所している場合は、一時保育も休所します 

   ※震度 5 弱以上の地震が発生した際は、速やかにお迎えをお願いします 

 

 

 



 昼食・おやつについてのお願い  

 

 安心・安全に楽しくお食事ができるよう、以下の点に配慮頂きますようお願い致します 

 

① 室温等に心配のある方は保冷剤を入れておいてください（必要があればレンジで温めできます） 

 

② 冷凍状態のものは、お預かりできません 

 

③ 球形の食材は小さく切ってください【のどに詰めてしまう恐れがある為】 

・ミニトマト、ミートボール、ぶどう、チーズ、うずらの卵など球状の食材は縦に４等分に切る 

・こんにゃくゼリー、グミ、あめ、ナッツ類、白玉等はご遠慮ください 

 

④ 嚙みちぎりにくい食材は、細かく切ってください 

・焼きのり→刻みのりや青のりを使用するなど 

・ウインナー→皮付きの物はご遠慮ください 

皮なしのものでも輪切りにならないように横に十字に切ってください 

  ・バナナはそのまま持ってくるか、小さく切る場合はいちょう切りにしてください 

 

⑤ ピックやつまようじは、ご遠慮ください【ケガや誤飲の危険性があります】 

 

⑥ 昼食はお弁当箱や容器に入れてください 

市販のごはんでも構いませんが、残り物を持ち帰る為に空のお弁当箱をお持ちください 

汁物（味噌汁やうどんなど）は密閉容器に入れてご用意ください（残った汁はそのまま返却します） 

   

⑦  食べた量がわかるように、残ったものはそのまま返却しますので、ご家庭で処分をお願いします 

 

☆お忙しい中大変なこともあるかと思いますが、お子様の年齢や発達に合わせた 

調理方法（固さ、切り方）でご用意ください。ご理解とご協力をよろしくお願いします 

 

 

～保育利用時のお車での送迎について～ 

◆お車で送迎される場合 

 広場北側の駐車場、1 番と 2 番をご利用いただけます（ ぴよぴよ と書いてあるブロックが目印です） 

 

◆他の方と送迎のお時間が重なった場合、少しお待ちいただくことがあります 

◆駐車場内での事故・盗難等のトラブルにつきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください 

 

 

 

 

 



 

感染症について 

 

※登所の目安に当てはまってもお子さんの状態によっては利用をお控えください 

また、症状が治まっても感染期間が残っている場合もありますので、 

感染症にかかられた際はスタッフにもお伝えいただきますようお願いします 

 

医師の意見書が必要な感染症 

感染症名 感染しやすい期間 登所の目安 

麻しん（はしか） 発症１日前から 

発しん出現後の４日後まで 

解熱した後３日を経過していること 

インフルエンザ 症状がある期間 

（発症前２４時間から発病後 

３日程度までが最も感染力が強い） 

発症した後５日経過し、 

かつ解熱した後３日経過していること 

風しん 発しん出現の７日前から 

７日後くらいまで 

発しんが消失していること 

水痘 

（みずぼうそう） 

発しん出現１～２日前から 

かさぶた形成まで 

すべての発しんがかさぶた化しているこ

と 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発症３日前から耳下腺腫脹後４日 耳下腺、顎下腺、舌下腺の 

腫脹が発現してから５日経過し、 

かつ全身状態が良好になっていること 

結核 - 医師により感染の恐れが無いと 

認められていること 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の症状が出現した 

数日間 

発熱・充血等の主な症状が消失した後 

２日経過していること 

流行性角結膜炎 充血・目やになどの症状が出現した 

数日間 

結膜炎の症状が消失していること 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、 

咳出現後３週間を経過するまで 

特有の咳が消失していること 

又は適正な抗菌性物質製剤による 

５日間の治療が終了していること 

腸管出血性大腸菌感染症 

（O157・O26・O111 等） 

- 

 

医師により感染の恐れがないと 

認められていること 

急性出血性結膜炎 - 医師により感染の恐れがないと 

認められていること 

侵襲性髄膜炎菌感染症 

（髄膜炎菌性髄膜炎） 

- 医師により感染の恐れがないと 

認められていること 

アデノウイルス感染症 発熱等の症状が出現した数日間 発熱等の主な症状が消失した後 

２日経過していること 

その他医師が上記の感染症に 

類するものと認めたもの 

- 症状により医師において 

感染の恐れがないと認められていること 



 

 

 

 

医師の診断をもとに保護者が記入する登所申出書が必要な感染症 

 

 

感染症名 感染しやすい期間 登所のめやす 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と 

開始後１日間 

抗菌薬内服後２４～４８時間 

経過していること 

マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と 

開始後数日間 

発熱や激しい咳が治まっていること 

手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が 

発生した数日間 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、

普段の食事がとれること 

伝染性紅斑（りんご病） 発しん出現前の１週間 全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎 

（ノロ・ロタウイルス等） 

症状のある間と、症状消失後１週間 

（量は減少していくが、数週間ウイル

スを排出するので注意が必要） 

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事

が取れること 

ヘルパンギーナ 急性期の数日間 

（便の中に１ヶ月程度ウイルスを排

出するので注意が必要） 

発熱や口腔内の水水疱・潰瘍の影響がな

く、普段の食事がとれること 

RS ウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと 

帯状疱しん 水疱を形成している間 すべての発しんがかさぶた化しているこ

と 

突発性発しん - 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

伝染性膿痂疹（とびひ） 皮疹に浸出液がある間 皮疹が乾燥しているか、 

湿潤部位が被覆できる程度のもの 

細菌性胃腸炎 

（サルモネラ・ 

カンピロバクター等） 

- 症状により医師において 

感染の恐れがないと認められていること 

その他医師が上記の感染症に 

類すると認めたもの 

- 症状により医師において 

感染の恐れがないと認められていること 

 

備考 感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

☆利用者に対しての保険について☆ 

    種類 子育てひろば総合補償制度 

    内容 入院見舞制度（10 万～２万円）、通院見舞制度（５万～２万円） 

       死亡見舞制度（５０万円） 

 

 ☆提携する医療機関について☆ 

    提携する医療機関はありません 

緊急時は保護者の方に連絡させていただき、必要に応じて小児救急電話相談（＃8000） 

または救急（119）に連絡をします 

 

 ☆一時保育ぴよぴよの保育内容に関するお問い合わせ、苦情などの受付先☆ 

    （担当者氏名）  濵本 典子 

             瀬山 浩子  

  

      ※ふくろう広場までお電話下さい 

         （受付時間） 火～金  10：00～16：00 

                土曜日  10：30～15：30 

                日・月・祝はお休みです 

 

 

     施設の概要  

  

   （名称・所在地） ふくろう広場  一時保育ぴよぴよ 

              大阪府茨木市西福井１丁目１３－２ １階 

 

   （設置者・施設長）ふくろう広場 

              代表  古川 有里 

 

     ※当施設は児童福祉法３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、 

同法第５９条の２ に基づき、都道府県への設置届け出を義務付けられた施設です 

 

  設置届け出先・・茨木市（こども育成部保育幼稚園総務課） 

           TEL  ０７２－６５５－２７５３ 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

気象状況や災害時の対応について 

 

 

警報発令や発災について 

茨木市に「暴風警報」「特別大雨警報」「洪水警報」が発令された場合や 

「震度 5 弱以上の地震が起きた」ときは広場・保育共に休所になります 

＊7:00 の時点で上記警報のいずれかが発令されているときは、広場・保育共に 

休所します 

＊11:00 の時点で上記の警報が全て解除されたときは、13:00 より開所します 

＊11:00 の時点で警報が出ている場合は、その後解除されても一日休所となります 

＊開所中上記のいずれかの警報が発令されたり、震度 5 弱以上の地震が起きたときは、 

その時点で休所となります 

＊上記以外でも安全が確保されないと判断したときには休所となる場合があります 

 

おねがい 

＊開所中に上記警報が発令されたり、震度 5 弱以上の地震が起きたときは、 

その時点で休所になりますので、すみやかにお迎えをお願いします 

＊警報発令時や発災時、現状報告やお迎えについての連絡をしますので、 

申込み書の緊急連絡先①～③をご記入ください 

（緊急連絡の橋渡し役になっていただくこともあるので、近隣にお住まいの方以外でも 

かまいません（単身赴任の方や市外県外の親戚など） 

＊万一、電話が繋がらない場合は公式ラインの配信で現状報告させていただきますので、 

公式ラインの登録をお願いします 

 

 

避難先について 

基本的には施設内で待機予定です 

万一、浸水や建物倒壊の危険、火災発生などの場合は建物を離れて避難します 

＊ふくろう広場：     施設西側の田んぼへ一時避難 

     避難所→ ①福井体育館 ②福井小学校 

＊ふくろうニコニコ広場：施設向かいの空き地（駐車場）へ一時避難 

            （マンションへの浸水時は同マンション 5 階へ垂直避難） 

             避難所→ ①耳原小学校 

 


